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高
齢
者
の
医
療
保
険
制
度
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す

　

平
成　

年
６
月
の「
医
療
制
度
改
革
関
連
法
」成
立
以
後
、こ
れ
ま
で
段

１８

階
的
に
高
齢
者
の
医
療
制
度
の
変
更
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。本
年
４
月

か
ら
は
、「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」が
創
設
さ
れ
、医
療
保
険
制
度
が
大

幅
に
変
わ
り
ま
す
。

　

今
月
号
で
は
、そ
の
主
な
点
に
つ
い
て
、お
知
ら
せ
し
ま
す
。

行
政
情
報

◆　

歳
以
上
の
方
全
員
が
対
象

７５

　

こ
れ
ま
で
、　

歳
以
上
の
方
、

７５

お
よ
び　

歳
以
上
で
一
定
の
障

６５

害
の
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、そ
れ

ぞ
れ
の
保
険
に
加
入
し
た
ま
ま

「
老
人
保
健
制
度
」と
し
て
、市
が

運
営
し
て
き
ま
し
た
が
、後
期
高

齢
者
医
療
制
度
で
は
、こ
れ
ま
で
、

社
会
保
険
な
ど
の
扶
養
に
な
っ

て
い
た
方
を
含
め
、加
入
し
て
い

る
保
険
が
変
わ
り
ま
す
。

◆
保
険
証
は
一
人
に
１
枚
交
付

　

保
険
証
は
、一
人
に
１
枚
交
付

さ
れ
、　

歳
の
誕
生
日
前
に
郵
送

７５

さ
れ
ま
す
。

◆
自
己
負
担
割
合
は
１
割

　

医
療
機
関
で
支
払
う
自
己
負

担
割
合
は
、老
人
保
健
制
度
と
同

じ
１
割
ま
た
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、医
療
費
が
高
額
に
な
っ

た
場
合
の
自
己
負
担
限
度
額
な

ど
は
、老
人
保
健
制
度
と
同
様
と

な
り
ま
す
。

◆
保
険
料
も
個
人
ご
と

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、加

入
者
が
個
人
ご
と
に
計
算
さ
れ

た
保
険
料
を
、個
人
ご
と
に
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、年
間
の
保
険
料
は
、一

人
、３
８
、７
６
０
円
の「
均
等
割

額
」と
所
得
に
応
じ
て
決
め
ら
れ

る「
所
得
割
額
」の
合
計
金
額
と

な
り
ま
す
。

☆
被
扶
養
者
の
軽
減
措
置
が
講

じ
ら
れ
ま
す

　

こ
れ
ま
で
、社
会
保
険
な
ど
の

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
は
、保
険

料
の
支
払
い
が
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、急
激
な
負
担
増
を
軽
減
す

る
た
め
、被
保
険
者
の
資
格
を
得

た
月
か
ら
２
年
間
、保
険
料
の
所

得
割
は
賦
課
さ
れ
ず
、均
等
割
額

も
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、本
年
９
月
ま
で
の
６

カ
月
間
の
保
険
料
は
賦
課
さ
れ

ま
せ
ん
。ま
た
、そ
の
後
の
６
カ

月（　

年
３
月
ま
で
）も
所
得
割

２１

は
、賦
課
さ
れ
ず
、均
等
割
額
も

９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

☆
所
得
の
低
い
方
も
均
等
割
額

が
、７
割
・
５
割
・
２
割
軽
減
さ
れ

ま
す
。

◆
保
険
料
は
年
金
か
ら
天
引
き

（
特
別
徴
収
）

　

年
金
が
、年
額　

万
円
以
上
の

１８

方
は
、原
則
、保
険
料
が
年
金
か

ら
天
引
き
と
な
り
ま
す
。

（
介
護
保
険
料
の
天
引
き
と
合
わ

せ
た
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１

を
超
え
る
場
合
は
、天
引
き
さ
れ

ま
せ
ん
）

　

ま
た
、納
期
は
、特
別
徴
収
の

方
は
、年
６
回（
年
金
支
給
月
）、

普
通
徴
収
の
方
は
、７
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
の
年
９
回
と
な
り

ま
す
。

　
　

〜　

歳
の
方
が
、医
療
機
関

７０

７４

?

で
支
払
う
自
己
負
担
割
合
は
、現

役
並
み
所
得
者
を
除
き
、１
割
と

な
っ
て
い
た
も
の
を
、２
割
に
引

き
上
げ
ま
す
。

　

た
だ
し
平
成　

年
3
月
ま
で

２１

の
１
年
間
は
、負
担
割
合
が
１
割

に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

　

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と

き
に
支
払
う
自
己
負
担
に
は
、限

度
額
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。今

回
の
制
度
改
正
に
よ
り
自
己
負

担
割
合
の
変
更
に
伴
い
、自
己
負

担
限
度
額
も
低
所
得
者
を
除
く

一
般
世
帯
に
お
い
て
、引
き
上
げ

に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、こ
れ
も
１
年
間
は
、

据
え
置
か
れ
ま
す
。

　

療
養
病
床
に
入
院
す
る　

歳
７０

　

歳
〜　

歳
の
自
己
負
担
割

７０

７４

合
が
２
割
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
平
成　

年
３
月
ま
で

２１

１
年
間
は
１
割
に
据
え
置
か

れ
ま
す
。

　

歳
〜　

歳
の
自
己
負
担
限

７０

７４

度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成　

年
３
月
ま

２１

で
は
据
え
置
か
れ
ま
す
。

療
養
病
床
入
院
時
の「
食
費
・

居
住
費
」
負
担
の
対
象
者
が

　

歳
以
上
に
な
り
ま
す

６５

　

市
で
は
、
中
小
企
業
で
働
く
皆

さ
ん
の
生
活
安
定
の
た
め
に
、
資

金
の
融
資
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
融
資
対
象
者

　

市
内
に
１
年
以
上
住
所
を
有

す
る
方
ま
た
は
市
内
の
企
業
に
引

き
続
き
１
年
以
上
勤
務
し
て
い
る

方
で
、
債
務
の
全
部
を
弁
済
で
き

る
と
認
め
ら
れ
る
方

●
融
資
条
件

①
融
資
額　
　

万
円
以
内

２００

②
貸
付
利
子　

一
般
生
活
資
金　

年
２
・　

％
５６

教
育
資
金　
　
　

年
１
・　

％
８８

③
償
還
期
間

一
般
生
活
資
金　

７
年
以
内

教
育
資
金　
　
　
　

年
以
内
（
据

１０

置
期
間
５
年
以
内
）

④
連
帯
保
証
人　

１
人
以
上
ま

た
は
（
社
）
日
本
労
働
者
信
用
基

金
協
会
の
保
証
（
保
証
料
を
助
成

す
る
制
度
も
あ
り
ま
す
）

●
資
金
使
途

①
一
般
生
活
資
金
＝
婚
姻
、出
産
、

療
養
、
葬
祭
、
住
居
移
転
、
住
宅
の

修
理
、
通
勤
用
自
動
車
購
入
、
災

害
復
旧
な
ど

②
教
育
資
金
＝
学
校
へ
の
入
学
ま

た
は
在
学
に
必
要
な
資
金

（
借
金
の
返
済
、
日
常
の
生
活
費
な

ど
に
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
）

●
取
扱
金
融
機
関
・
問

東
北
労
働
金
庫
石
巻
支
店

　

�　

－

３
３
５
５

２２

勤
労
者
生
活
安
定
資
金
融
資
制
度
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が

創
設
さ
れ
る
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国
民
健
康
保
険
に

　
　
　

加
入
し
て
い
る
方
へ

★
こ
れ
以
降
は
、国
民
健
康
保
険

の
方
を
対
象
と
し
た
内
容
と
な

り
ま
す
の
で
、他
の
保
険
の
方
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
者
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
者

が　

歳
未
満
に
な
り
ま
す

65

　

会
社
な
ど
を
退
職
し
て
国
保
に

加
入
し
、被
用
者
年
金（
厚
生
年

金
な
ど
）を
受
給
さ
れ
て
い
る　

歳
７５

未
満
の
方
と
そ
の
被
扶
養
者
は
、退

職
者
医
療
制
度
で
医
療
を
受
け
ま

す
が
、そ
の
対
象
年
齢
が　

歳
未

６５

満
に
変
わ
り
ま
す
。（
有
効
期
限
前

に
、一
般
被
保
険
者
証（
き
み
ど
り

色
）を
送
付
し
ま
す
）

　

な
お
、こ
の
保
険
証
の
変
更
に
伴

う
、給
付
な
ど
の
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。（
手
続
き
な
ど
も
不
要
で
す
）

２
割
軽
減
の
申
請
が
不
必
要

と
な
り
、
賦
課
時
点
で
軽
減

さ
れ
ま
す

　

こ
れ
ま
で
、保
険
税
の
軽
減
該

当
世
帯
の
う
ち
、２
割
軽
減
該
当

に
つ
い
て
は
、申
請
に
よ
っ
て
軽

減
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、　

年
２０

度
か
ら
は
、７
割
・
５
割
軽
減
と

同
様
に
申
請
が
不
要
と
な
り
ま

す
。

　

た
だ
し
、未
申
告
者
が
い
る
世

帯
は
、こ
れ
ま
で
同
様
、軽
減
の

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、所
得

が
な
い
場
合
で
も
市
・
県
民
税
の

申
告
ま
た
は
国
保
の
簡
易
申
告

を
必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

創
設
に
伴
う
国
保
税
の
軽

減
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創

設
に
伴
い
、
制
度
創
設
時
の
後
期

高
齢
者
ま
た
は
制
度
創
設
後
に

　

歳
に
到
達
す
る
方
が
、
国
保
か

７５ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移

行
し
た
場
合
、
同
じ
世
帯
に
属
す

る
国
保
被
保
険
者
の
保
険
税
が

従
前
と
同
程
度
と
な
る
よ
う
、
必

要
な
措
置
を
講
じ
ら
れ
ま
す
。

　

内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

低
所
得
者
に
対
す
る
税
の
軽
減

　

国
保
税
の
軽
減
判
定
の
際
に
、

国
保
か
ら
移
行
し
た
後
期
高
齢

者
（
旧
国
保
被
保
険
者
）
の
所
得

お
よ
び
人
数
も
含
め
て
判
定
を

行
い
、
該
当
す
る
場
合
は
、
５
年

間
、
従
前
と
同
様
の
軽
減
措
置
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
手
続
き
は
不
要
で
す
）

世
帯
割
で
賦
課
さ
れ
る
税
の
軽
減

　

同
一
世
帯
の
方
が
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と

に
よ
り
、
単
身
世
帯
と
な
る
方
に

つ
い
て
、
５
年
間
、
世
帯
割
で
賦

課
さ
れ
る
保
険
税
が
半
額
と
な

り
ま
す
。（
手
続
き
は
不
要
で
す
）

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
の
税
の
減
免

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創

設
に
伴
い
、
被
用
者
保
険
（
社
会

保
険
な
ど
）
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、

当
該
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
、

国
保
被
保
険
者
と
な
っ
た
方
（
旧

扶
養
者
）
に
つ
い
て
、
２
年
間
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
と
類
似
の

緩
和
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

（
該
当
者
に
は
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
）

　

〜　

歳
の
方
を
対
象
と

40

74

し
た
新
た
な《
特
定
健
診
・

保
健
指
導
》が
ス
タ
ー
ト
し

ま
す

　
　

〜　

歳
の
方
を
対
象
に
、
メ

40

74

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内

臓
脂
肪
症
候
群
）
対
策
を
取
り
入

れ
た
新
た
な
「
特
定
健
診
・
特
定

保
健
指
導
」
が
始
ま
り
ま
す
。

「
特
定
健
診
」
で
は
、
生
活
習
慣

病
、
と
り
わ
け
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ

ン
ド
ロ
ー
ム
の
該
当
者
や
予
備

群
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
対
象

者
を
把
握
し
、「
特
定
保
健
指
導
」

で
そ
の
対
象
者
の
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
予
防
・
改
善

に
向
け
た
生
活
改
善
を
指
導
し

ま
す
。

国
民
年
金
の

  
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　

平
成　

年
４
月
分
か
ら
国
民

２０

年
金
保
険
料
は
、月
額
１
４
、４

１
０
円
に
な
り
ま
す
。４
月
初
め
に

社
会
保
険
庁
か
ら「
国
民
年
金
保

険
料
納
付
案
内
書
」が
送
付
さ
れ

ま
す
。

　

各
月
の
保
険
料
は
納
付
期
限
ま

で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

（
口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
る
方
に

は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。ま
た
、全
額

免
除
・
若
年
納
付
猶
予
に
該
当
し

て
い
る
方
で
、７
月
以
降
継
続
免

除
に
な
ら
な
い
方
に
は
７
月
に
納

付
案
内
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
）

　

平
成　

年
４
月
に
１
年
分
を

２０

前
納
す
る
と
、１
６
９
、８
５
０

円
で
す
。（
３
、０
７
０
円
の
お
得

で
す
）

問　

石
巻
社
会
保
険
事
務
所　

�　

－

5
1
1
7
・
保
険
年
金
課

２２

（
内
線　

・　

）・
各
総
合
支
所
・
支

２５６

２５７

所 ＜平成２０年度　国民年金保険料（月額）＞

　　１４，４１０円定額

　　１４，８１０円定額＋付加保険料

※付加保険料（４００円）は変更ありません。

　　　３，６００円４分の３免除（４分の１納付）

　　　７，２１０円半額免除（半額納付）

　　１０，８１０円４分の１免除（４分の３納付）

＜保険料の一部が免除されている場合＞

※免除の承認期間が６月までであることから、４月に４～６
月分の納付案内書が送付され、７月にそれ以降の定額の
納付書が送付されます。

以
上
の
高
齢
者
は
、食
費
と
居
住

費
を
負
担
し
て
い
ま
し
た
が
、そ

の
対
象
年
齢
が　

歳
以
上
に
引

６５

き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
は
、
制
度
の
概
要
に
つ
い

て
、
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。
変
更

点
が
多
く
、
一
部
凍
結
・
経
過
措

置
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

保
険
年
金
課
（
内
線　

・
６４９

　

・ 　

・　

）

６３３

２４９

４７２


